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後期高齢者医療制度のお知らせ

　令和４年10月１日から実施してい
る自己負担割合が２割の方への外来
医療の負担軽減措置（配慮措置）は、
令和７年９月30日に終了します。
備考詳細は下表を参照 ID 1002060i
保険年金課☎（338）6807・v（371）1200
【1カ月の自己負担限度額】

負担
割合

所得
区分

外来＋入院（世帯ごと）
外来（個人ごと）

令
和
7
年
9
月
診

療
分
ま
で 2割 一般

Ⅱ

6,000円＋（10割分
の医療費－30,000
円）×10％または
18,000円のいずれ
か低い方（144,000

円※1）

57,600円
〈44,400
円※2〉

令
和
7
年
10
月

診
療
分
か
ら

2割 一般
Ⅱ

18,000円
（144,000円※1）

57,600円
〈44,400
円※2〉

※1  1年間（毎年8月1日～翌年7月31日）の自己
負担限度額（外来年間合算）

※2  診療月を含めた直近12カ月間に、高額療
養費の支給が3回あった場合の4回目以降
から適用になる限度額（多数回該当）

多摩市老人クラブ連合会多摩市
民グラウンドゴルフ大会
d10月23日㈭午前９時30分～午後３
時〔雨天時は10月30日㈭〕b市民活
動・交流センターt60歳以上の市内
在住者c200人（応募者多数の場合は
抽選）s500円（保険料を含む）持ち物
クラブとボール（お持ちの方）、飲み
物、健康保険証、昼食備考一般応募
者は個人戦のみmi・主催９月５日
㈮～30日㈫に、電話で、氏名・住所・
年齢・電話番号を、多摩市老人クラ
ブ連合会事務局☎・v（356）0309へ

老人クラブ活動に参加しません
か？
　市内では、現在20以上の老人クラ
ブ（ボッチャ、輪投げ、健康麻雀、
カラオケなど）が活動しています。
ID 1002886mi多摩市老人クラブ連
合会☎・v（356）0309へ

①認知症サポーター養成講座� �
②ステップアップ講座（応用編）
d10月４日㈯①午前10時～11時30分
②午後１時30分～
３時30分b関戸公
民館大会議室t②
認知症サポーター
養成講座受講済み
の方c①70人②30人（いずれも会場
先着順）n①認知症の基礎知識と接
し方の心得②認知症のある人と地域

Ⓒ多摩市

多摩市

　このコーナーでは、市民の皆さんから投稿いただいた市内の動植物
や、多摩市生きもの調査隊隊員がinaturaℓistに投稿した写真の一部
を紹介します。

▲ネジバナ（yumibee撮影） ▲ノコギリクワガタ（satoshiy撮影）

▲ヤブヤンマ（有田撮影）▲ヒクイナ（m_sato撮影）

i環境政策課☎（338）6831・v（338）6857

生きもの調査隊
ホームページ

多摩市いきもの
季節観測

皆さんの投稿をお待ちしています！
ID野鳥＝1004344、自然全般＝1004335
　市内の動植物の写真を募集しています。
公式ホームページでは、これまで投稿され
た写真を見ることができます。
多摩市いきもの季節観測 ID1004327
　地球温暖化の影響で大きく変化している地球の気候の問題を考える
きっかけとして、季節ごとに特徴のある動植物や昆虫などの情報は

「多摩市いきもの季節観測」へご投稿ください。
９月～11月ごろの対象種：モミジの紅葉、赤トンボなど

で共に暮らすコツ講師②認知症初期
集中チーム（天本病院）m当日直接会
場へi高齢支援課☎（338）6846

フレイル予防はじめてみません
か？～TAMAフレイル予防プ
ロジェクト（TFPP）～
d①９月10日㈬②16日㈫③17日㈬④
20日㈯、各午前10時～正午（②④11
時30分まで受け付け）b①愛宕かえ
で館ホール②市役所第二庁舎会議室
③東寺方地区市民ホール第一会議室
④永山公民館集会室t65歳以上の市
内在住者c①40人（申し込み先着順）
n簡単なアンケートによる問診、測
定（５m通常歩行速度、身長・体重・
BMI、開眼片足立ち）、結果説明①
③国士舘大学講師によるフレイル予
防講座②明治安田による血管年齢測
定など④運動や脳トレの体験など持
ち物飲み物、タオル備考動きやすい
服装で ID 1002881m①電話または直
接、愛宕かえで館☎（375）2990へ②
③④当日直接会場へi国士舘大学ウ
エルネス・リサーチセンター☎・v

（339）7347〔平日（祝日を除く）午前10
時～午後４時〕

千代田区立神田一橋中学校通信
教育課程生徒募集
t次のいずれかに該当する方①昭和
21年３月31日以前の尋常小学校卒業
者・国民学校初等科修了者で高等学
校の入学資格が無い方②都内在住・
在勤で戦後の混乱の影響などにより、
中学校で十分に学べなかった令和８
年４月１日現在、満65歳以上の方
選考日12月６日㈯mi10月６日㈪～
11月21日㈮必着の、郵送または直接
持参で、願書を、〒101－0003千代
田区一ツ橋２－６－14神田一橋中学
校☎03（3265）5961へ

南なん亭「認知症サポーター養
成講座」開催のお知らせ
　認知症当事者とその家族を地域で
見守るサポーターになりませんか。
d９月26日㈮午前10時30分～正午b
アクアブルー多摩交流スペース共催
多摩センター地域包括支援センター、
多摩市社会福祉協議会備考手話通訳
ありm当日直接会場へi・主催二幸
産業・NSP健

け ん こ う

幸福祉プラザ☎（356） 
0303

老人福祉センター寿大学パソコ
ン講座①パソコンを使いこなそ
う！（Ｐ使－２）②エクセル経験
者レベルアップ（Ｅ経－２）受講
生募集
d①10月６日㈪・８日㈬・10日㈮・
15日㈬・17日㈮・20日㈪、各午後２

時～４時②10月８日㈬・15日㈬・18
日㈯・22日㈬・25日㈯・29日㈬、11
月５日㈬、各午前10時～正午b二幸
産業・NSP健

けんこう

幸福祉プラザ704研修
室t60歳以上の市内在住者でキーボ
ード（文字入力含む）・マウス操作が
できる方①ワードやエクセルを使用
したことがある方②エクセルを使用
したことがある方c各15人（応募者
多数の場合は抽選）s①1,200円②1,400
円（いずれも全回分）備考詳細は二幸
産業・NSP健幸福祉プラザURLhttps: 
//www.tama-fukushi.org/ 参照ま
たは要問い合わせ ID 1002887mi①
９月22日㈪②９月24日㈬必着の、往
復はがき（１講座につき１枚）往信欄
裏面に希望講座名・住所・氏名・ふ
りがな・生年月日（年齢）・電話番号、
返信欄宛名面に住所・氏名を記入し
郵送、または住所・氏名を記入した
はがきを直接持参し、〒206－0032
南野３－15－１二幸産業・NSP健
幸福祉プラザ３階老人福祉センター
寿大学担当☎（356）0303へ

自筆証書遺言書保管制度を利用
しませんか？
　ご自身で書いた遺言書を法務局で
保管できる制度です。

備考詳細は、法務局で配布のパンフ
レットまたは法務省 URLhttps://ww 
w.moj.go.jp/MINJI/minji03_ 
00051.htmℓ  参照i東京法務局八王
子支局総務課☎042（631） 
1377（ガイダンス４番）

スマートフォン教室（全４回）　

d10月３日・10日・17日・24日各金
曜日午前９時～正午b二幸産業・N 
SP健

けんこう

幸福祉プラザ704研修室tスマ
ートフォンをお持ちでないまたは操
作に慣れていない60歳以上の都民
c10人（応募者多数の場合は抽選）n
基本操作、コミュニケーション、情
報収集、申請・決済持ち物スマート
フォン（お持ちの方）主催東京都備考
最長３カ月間のスマートフォン（An 
droid）の貸し出しあり。講座内で
東京都公式アプリを登録。初参加者
にポイント付与 ID 1012114mi９月
26日㈮までに、電話で、東京都スマ
ートフォン普及啓発事業事務局☎03

（6374）7746（平日午前９時～午後５時） 
へ

詳細はこちら▶️
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　９月30日㈫は、国民健康保険税第４期の納期限です。期限内納付にご協力をお願いします。
ID1009654i保険年金課☎（338）6934市税の納期限のお知らせ

公立学校のサポーター

主な活動学習支援、教職員の事務
支援、部活動支援、日本語指導ほか
i(公財)東京都教育支援
機構☎0120(389)055

公民館共催事業「事業者提案型
講座」第２弾の実施事業者
　地域・社会、日常生活の課題・文
化・時事的テーマなどに関する提案
型講座を実施する事業者を募集しま
す。
d12月～令和８年３月t応募資格要
件を満たす会社n会場の提供、たま
広報への掲載の広報支援など備考
詳細は、関戸公民館で配布の募集要
領参照。応募後、講座内容のヒアリ
ングを10月９日㈭関戸公民館第１学
習室で実施。申請結果は内容審査後
に通知 ID 1017319mi９月８日㈪～
30日㈫に、直接、申請書に必要事項
を記入し、関戸公民館☎(374)9711へ

多摩市民文化祭参加者・作品

〔共通事項〕ID1015703
■参加者募集
●民謡
d10月11日㈯午前10時30分～午後４
時b関戸公民館ヴィータホールc３
人(申し込み先着順)mi10月３日㈮
までに、電話で、多摩市民謡連盟☎

080(1183)7686小野へ
●三味線・舞踊
d10月12日㈰午後１時～４時b関戸
公民館ヴィータホールs１曲5,000
円mi９月10日㈬までに、電話で、
たちばなの会☎090(7940)0825青木
へ
●茶道（市民茶会）
d10月19日㈰午前10時～午後３時b

関戸公民館茶室・和室・大会議室・
第３学習室s2,500円(入席券)mi

９月29日㈪～10月３日㈮に、電話で、
多摩市茶道連盟☎(676)9978石川へ
●詩吟
d10月25日㈯午後１時30分～５時b

関戸公民館ヴィータホールt詩吟愛
好独吟希望者c５人(申し込み先着
順)s1,000円mi９月12日㈮までに、
電話で、多摩市詩吟連盟☎(373)0803
塩沢へ
●大正琴
d10月26日㈰午後１時～２時30分b

永山公民館ベルブホールmi９月20
日㈯までに、電話で、琴遊会☎(373) 
0170江塚へ
●外国人の日本語スピーチ大会
d10月26日㈰午後１時～３時b関戸
公民館市民ロビーt多摩市・近隣市
在住・在学の外国人c15人(応募者
多数の場合は選考)n1,000字前後m 

i10月6日㈪までに、メールで、多
摩市国際交流センター事務局atic 
@kdn.bigℓobe.ne.jp ・☎(355)21 
18へ
●囲碁
d10月26日㈰正午～午後５時b関戸

公民館大会議室t級位者～有段者
s1,000円m当日直接会場へi多摩
市囲碁連盟☎(376)3041高橋
●玉すだれ
d11月１日㈯午前10時30分～11時30
分b関戸公民館ヴィータホールmi 

10月１日㈬までに、電話で、南京玉
すだれ多摩お江戸隊☎(374)0139木
下(不在時は留守番電話)へ
●三曲
d11月３日㈷午後１時～３時b関戸
公民館ヴィータホールt箏・三絃・
尺八の経験者で「八千代獅子」を演奏
できる方備考合奏練習２回ありmi 

９月23日㈷までに、電話で、多摩市
三曲協会☎(371)6119谷へ
●舞踊
d11月９日㈰正午～午後４時b関戸
公民館ヴィータホールs１曲 5,000円
mi９月15日㈷までに、電話で、多
摩市舞踊連盟☎090(7940)0825青木へ
■作品募集
●いけ花
d10月18日㈯・19日㈰〔生け込み＝
17日㈮午後２時、あげ花＝19日㈰午
後５時〕bパルテノン多摩市民ギャ
ラリー募集作品いけ花作品小作s 

1,000円mi10月３日㈮までに、電話
で、多摩市華道連盟☎090(9853)8241 
神野へ
●�市民作品展（①白樺美術連盟②多
摩市写真連盟）

d10月23日㈭～26日㈰〔搬入＝22日
㈬午後３時、搬出＝26日㈰午後４時〕
bパルテノン多摩①オープンスタジ
オ②市民ギャラリーt市内在住・在

勤、活動拠点が市内の方c各80人程
度(申し込み先着順)募集作品①絵画、
立体②幅90cm以内の写真(いずれも
１人１点)s各1,500円mi10月１日
㈬までに、電話で、多摩市文化団体
連合事務局☎(355)2116、白樺美術
連盟☎(376)4586新倉へ
●和紙人形
d10月30日㈭～11月２日㈰b関戸公
民館市民ロビー募集作品和紙人形３
～５点(当日持参)mi10月29日㈬ま
でに、電話で、多摩市和紙人形連盟
☎(372)2901副田へ
●書道作品
d10月31日㈮～11月３日㈷bパルテ
ノン多摩市民ギャラリー募集作品漢
字・かな・詩文書・篆刻・刻字・ミ
ニ作品(作品は軸装・額装・屏風の
み、仮巻・半紙・色紙・短冊は不可、
寸法は70㎝×180㎝以内)mi９月15
日㈷までに、電話で、多摩市書道連
盟☎090(7006)2811安原へ

第171回１～３級日商簿記検定
試験
d11月16日㈰s１級＝8,800円、２
級＝5,500円、３級＝3,300円主催日
本商工会議所、多摩商工会議所mi

９月29日㈪～10月20日㈪に、インタ
ーネット手続きまたは直接、多摩商
工会議所(関戸１－１－５)☎(375) 
1211・URLhttps://www.tamacci.
or.jp/kentei/ へ

詳細はこちら▶︎
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毎年増加している。
令和７年度も前年度から
約 9,000 万円増加。

7.3億円
ふるさと納税における住民税の流出額の推移

　ふるさと納税制度は、自身のふるさとなどの自治体に寄附を行
うことで、市税の控除や返礼品の受領ができる制度です。一方で、
制度を利用して寄附が行われると、現在住んでいる自治体の収入
となるはずだった市税が他自治体に流失する仕組みになっており、
寄附が多くなるほど、住んでいる自治体の財政に影響を及ぼしま
す。多摩市では、ふるさと納税による市税の減収により行政サー
ビスに大きな影響が生じています。その状況をお知らせします。

　令和６年度に市に入ってきたふるさと納税額は約4,700万円ですが、一方令
和７年度は約7億3000万円が他自治体へ流出しています。多摩市としても幅広
く市内の事業者と連携して新たな「地場産品」を発掘し、「市内の産業振興」を目
的とした返礼品を複数設定するなど、多摩市へのふるさと納税を増やすための
取り組みを行っていますが、それ以上に流出額の増加が大きくなっています。
近年は約１億円ずつ増加を続けていて、このまま流出額が増えていけば多摩市
の財政運営に影響が生じ、住民サービスの低下を招く恐れがあります。

●令和７年度流出額7.3億円の規模はどのくらい？

●ふるさと納税の問題点
　ふるさと納税による減収額は地方交付税として国から自治体へ補てんされ
る仕組みになっていますが、多摩市のような地方交付税の不交付団体は、減
収額への補てんがないため、減収額がそのままマイナスとなってしまいます。

令和7年度は住民税　　　　　    が市外へ流出！ふるさと納税7.3億円 i財政課
☎(338)6814

※ 令和６年度から、ふるさと納税のみを行った納税者の税額控除額と、複数区分(共同募金、日本赤十字社、特例控除対象外の都道府県などに対す
る寄附金など)の寄附を行った納税者の、税額控除額の中のふるさと納税の控除額を用いて市税流出額を積算

・�学校給食費無償
化に係る年間の
費用より多い

・�子ども（乳幼児・就学児・
高校生など）医療費助成に
係る年間の費用よりも多い

・�街路樹・公園の維
持管理に係る年間
の費用と同程度


